
有田川町ふるさと応援基金を活用し、寄付者の皆さまの意向を具体的な事業に生かすために
「有田川町ふるさと応援基金活用推進計画」を定めています。

この計画をもとに、実施する事業を各課が提案し、審査の上で町長が決定。
町に活力が生まれるような新しい事業が始まりました。
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